
森林総合研究所九州支所と熊本市との連携協定の概要

＜目的＞

＜各機関の取組＞

＜森林の整備・活用＞
・森林経営管理制度の運用により適切な森林管理を推進

・市民が親しむ森林空間の整備と活用を推進

・市民との協働による放置竹林対策と竹林の有効活用を推進

・市有林の有効活用の推進（研究等の場として提供）

＜研究成果等を社会に還元＞
・森林の整備・活用に対する指導・助言

・研究成果等の情報発信

・講師の派遣、講習会の開催（森林整備に
関する人材育成）

◆熊本市健全な森づくり推進計画の推進
・森林総合研究所九州支所の指導・助言を踏まえ、熊本市が森林の整備手法などを検討し、市有林を市民が親しむ森林と
して整備、森林環境教育等のフィールドとして有効に活用。
・森林総合研究所九州支所の指導・助言を踏まえ、適切な森林管理を推進。

◆市職員の人材育成
・森林総合研究所九州支所の指導により、森林整備に関する専門知識や技術を有する人材を育成。

森林総合研究所九州支所

熊本市健全な森づくり推進計画（令和３年５月策定予定）に基づき熊本市が行う森林の整備・活用の推進、森林総合研究所
九州支所が行う森林・林業を支える研究開発の推進を連携させることにより、熊本市における森林の有する多面的機能の発揮
や森林に関する市民理解の醸成に寄与する。

＜連携の内容＞

熊本市

連携


